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範
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嘗
て
私
は
、
早
稲
田
大
学
総
合
図
書
館
で
「
帝
室
典
則
」
な
る
冊
子
を
見
出
し
、
こ
れ
を
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
明
治
十

八
年
か
ら
十
九
年
に
か
け
て
宮
内
省
で
立
案
さ
れ
た
皇
室
法
の
草
案
で
あ
る
が
、
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
や
國
學
院
大
学
図
書
館

梧
陰
文
庫
な
ど
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
同
種
の
草
案
に
見
ら
れ
な
い
識
語
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
不
明
で
あ
っ
た
十
八
年
か
ら
十

九
年
に
か
け
て
の
皇
室
法
起
草
作
業
の
一
端
を
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
貴
重
な
文
献
で
あ
る
。
恐
ら
く
原
本
は
宮
内
庁
に
厳
重
に
保
管

せ
ら
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
一
般
の
閲
覧
に
は
供
せ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
も
そ
も
何
故
か
よ
う
な
貴
重
書
が
早
稲
田
大
学
に
所

蔵
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
嘗
て
宮
内
事
務
官
で
あ
っ
た
五
味
均
平
な
る
人
物
が
、
在
職
中
に
こ
れ
を
謄
写
せ
し
め
、
そ
れ

を
同
氏
没
後
の
昭
和
四
年
に
早
稲
田
大
学
が
購
入
し
た
か
ら
で
あ
る
。
よ
く
ぞ
貴
重
な
史
料
を
謄
写
し
こ
れ
を
後
世
に
残
さ
れ
た
も
の
だ

と
五
味
氏
に
感
謝
す
る
と
と
も
に
、
ま
だ
こ
れ
以
外
に
も
何
か
謄
写
さ
れ
た
に
相
違
な
い
と
予
想
し
、
五
味
均
平
旧
蔵
書
を
認
め
て
閲
覧
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し
た
い
と
願
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8
4

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3

　
し
か
し
、
こ
の
五
味
均
平
旧
蔵
書
は
所
謂
別
置
図
書
で
あ
っ
て
学
外
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
閲
覧
ま
で
に
時
間
が
掛
か
り
す
ぎ
る
の
で

そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
た
。
と
こ
ろ
が
幸
い
な
こ
と
に
、
平
成
三
年
四
月
、
早
稲
田
大
学
の
新
中
央
図
書
館
が
開
館
し
、
こ
れ
ま
で
別
置

さ
れ
て
い
た
和
書
類
も
一
括
し
て
架
蔵
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
私
は
、
一
刻
も
早
く
五
味
均
平
旧
蔵
書
を
一
覧
で
き
る
の
を
待

望
し
、
開
館
後
早
速
書
庫
に
は
い
っ
て
、
こ
れ
を
調
査
し
た
。
そ
し
て
予
想
通
り
い
く
つ
か
の
収
穫
が
あ
っ
た
が
、
中
で
も
「
日
本
帝
国

皇
室
典
範
」
と
題
す
る
冊
子
を
手
に
し
た
と
き
は
聯
か
興
奮
し
た
。
そ
の
内
容
を
一
読
す
る
や
、
こ
れ
ま
で
全
く
紹
介
さ
れ
た
こ
と
の
な

い
草
案
で
あ
り
、
し
か
も
以
下
に
詳
述
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
ロ
エ
ス
レ
ル
（
【
｛
Φ
同
旨
ロ
O
巨
旨
円
O
O
ω
一
Φ
同
）
の
草
案
に
違
い
な
い
と
思
わ
れ
た

か
ら
で
あ
る
。
下
下
ス
レ
ル
が
明
治
憲
法
制
定
に
当
た
っ
て
大
い
に
寄
与
し
、
そ
の
草
案
も
書
い
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
り
、
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）

ま
た
皇
室
典
範
制
定
に
際
し
て
も
い
く
つ
か
の
評
議
を
残
し
て
い
る
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
ま
さ
か
皇
室
典
範
の
草
案
そ
の

も
の
を
起
草
し
て
い
た
と
は
予
想
も
し
な
か
っ
た
だ
け
に
一
驚
を
喫
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
こ
れ
を
翻
刻
し
て
学
界
に
史
料

提
供
す
る
と
共
に
、
若
干
の
私
見
を
連
ね
て
み
る
こ
と
に
し
た
。
未
だ
十
分
な
検
討
を
加
え
て
い
な
い
の
で
、
或
い
は
思
わ
ぬ
誤
り
も
あ

る
で
あ
ろ
う
が
、
識
者
の
叱
正
を
仰
ぎ
た
い
。

　
因
に
、
五
味
均
平
氏
の
経
歴
は
『
大
正
過
去
帳
』
に
よ
れ
ば
、
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。
明
治
十
年
十
月
長
野
県
人
五
味
国
太
郎
の
長

男
と
し
て
生
ま
れ
、
三
十
九
年
東
京
帝
国
大
学
法
科
を
卒
業
。
帝
室
会
計
審
査
官
補
か
ら
宗
秩
寮
、
図
書
寮
、
諸
陵
寮
、
帝
室
林
野
各
事

務
、
宮
内
省
参
事
官
、
法
制
局
参
事
官
を
歴
任
、
明
治
初
年
の
帝
室
日
誌
編
集
且
つ
服
忌
関
係
書
類
に
つ
き
特
に
精
進
し
た
と
い
う
。
大

正
十
三
年
四
月
十
四
日
、
逝
去
。
従
四
位
勲
五
等
。



二
　
本
草
案
の
体
裁
及
び
起
草
者

五味均平旧蔵「日本帝国皇室典範」について

　
「
日
本
帝
国
皇
室
典
範
」
と
題
す
る
こ
の
冊
子
に
は
、
ま
ず
全
九
章
六
十
三
箇
条
か
ら
な
る
「
日
本
帝
国
皇
室
典
範
」
草
案
の
条
文
が

あ
り
、
そ
の
後
に
右
草
案
の
第
六
章
「
皇
室
二
関
ス
ル
裁
判
権
及
皇
族
会
議
」
の
部
分
が
再
度
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
皇
室

典
範
草
案
に
続
い
て
、
井
上
毅
の
「
皇
室
典
範
並
皇
族
令
疑
題
十
七
件
」
と
、
同
じ
く
井
上
の
「
謹
具
意
見
」
の
結
論
部
分
が
謄
写
さ
れ

て
い
る
。
前
老
は
所
謂
「
皇
室
典
則
二
士
疑
題
乞
裁
定
十
時
」
で
あ
っ
て
、
明
治
二
十
年
初
頭
に
井
上
が
自
分
で
決
着
を
つ
け
か
ね
る
重

要
問
題
の
裁
決
を
伊
藤
博
文
に
仰
い
だ
も
の
で
あ
る
。
後
者
は
宮
内
省
で
立
案
さ
れ
た
皇
室
典
範
草
案
に
対
す
る
井
上
の
意
見
書
で
あ
っ

て
、
両
者
と
も
明
治
皇
室
典
範
起
草
に
当
た
っ
て
の
重
要
文
書
で
あ
る
。
こ
の
冊
子
に
は
以
上
の
四
点
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の

う
ち
「
皇
室
典
範
並
皇
族
令
萩
岡
十
七
件
」
と
「
葬
具
意
見
」
に
つ
い
て
は
既
に
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で
こ
こ
で
は
省
略
に
従

濾　
さ
て
「
日
本
帝
国
皇
室
典
範
」
に
は
表
題
の
次
に
（
千
八
百
八
十
八
年
）
と
作
成
年
代
が
記
さ
れ
、
続
い
て
八
十
字
余
り
の
前
文
が
あ

り
、
そ
し
て
以
下
の
よ
う
な
章
立
が
さ
れ
て
い
る
。

　
　
第
一
章
「
皇
族
」
（
一
～
三
条
）

　
　
第
二
章
「
皇
族
二
対
ス
ル
天
皇
ノ
監
督
」
（
四
～
八
条
）

　
　
第
三
章
「
皇
族
ノ
婚
姻
」
　
（
九
～
十
三
条
）

　
　
第
四
章
「
皇
族
ノ
降
誕
結
婚
及
亮
去
ノ
証
明
」
　
（
十
四
～
十
八
条
）
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第
五
章
「
継
嗣
」
　
（
十
九
～
二
十
七
条
）

　
　
第
六
章
「
皇
室
二
関
ス
ル
裁
判
権
及
皇
族
会
議
」
　
（
二
十
八
～
三
十
九
条
）

　
　
第
七
章
「
帝
国
ノ
摂
政
及
君
主
ノ
後
見
」
　
（
四
十
～
五
十
四
条
）

　
　
第
八
章
「
親
王
及
内
親
王
ノ
後
見
教
育
及
家
計
」
　
（
五
十
五
～
六
十
条
）

　
　
第
九
章
「
皇
室
典
範
（
通
則
ノ
部
）
ノ
施
行
及
布
告
」
　
（
六
十
一
～
六
十
三
条
）

第
九
章
に
「
通
則
ノ
部
」
と
あ
る
の
で
、
こ
の
草
案
に
続
い
て
「
各
則
ノ
部
」
を
起
草
す
る
こ
と
が
前
提
に
さ
れ
て
い
る
。
既
に
明
治
二

十
年
三
月
二
十
日
の
時
点
で
、
皇
室
法
を
「
天
地
ト
与
二
無
窮
二
三
テ
動
ス
ヘ
カ
ラ
ザ
ル
モ
ノ
」
即
ち
皇
室
典
範
と
、
　
「
時
二
随
ヒ
多
少

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

ノ
変
更
ヲ
免
レ
サ
ル
モ
ノ
」
即
ち
皇
族
令
と
に
分
割
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
て
お
り
、
本
草
案
起
草
老
も
そ
の
こ
と
を
承
知
し
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
草
案
で
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
「
千
八
百
八
十
八
年
」
と
い
う
年
代
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
前
文
に
「
枢
密
院
」
の
語
が
見

え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
本
草
案
が
起
草
提
出
さ
れ
た
の
は
明
治
二
十
一
年
で
あ
り
、
し
か
も
枢
密
院
な
る
制
度
を
設
置

す
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
後
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
但
し
、
本
草
案
の
後
に
再
度
掲
げ
ら
れ
て
い
る
第
六
章
「
皇
室
二
関
ス
ル
裁
判
権

及
皇
族
会
議
」
の
部
分
の
第
三
十
一
条
や
第
三
十
三
条
に
枢
密
院
の
語
が
規
定
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
ら
、
も
と
も
と
本
草
案
は
枢
密

院
設
置
が
決
ま
る
以
前
か
ら
起
草
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
本
草
案
全
体
に
つ
い
て
、
　
た
と
え
ぽ
「
男
統
（
メ
ソ
リ
ッ
ヘ
ル
リ
ニ
ー
）
」
の
ご
と
く
、
多
く
の
名
辞
の
後
に
ド
イ
ツ
語
読
み
が

付
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
草
案
が
も
と
は
ド
イ
ツ
語
で
起
草
さ
れ
た
こ
と
、
従
っ
て
起
草
老
が
ド
イ
ツ
人
で
あ
る
こ
と
も
容
易
に
推

測
さ
れ
る
。
当
時
ド
イ
ツ
人
で
日
本
の
法
典
編
纂
に
関
与
し
て
い
た
人
物
と
い
え
ば
、
ロ
エ
ス
レ
ル
と
モ
ッ
セ
の
二
人
で
あ
る
か
ら
、
両
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五味均平旧蔵「日本帝国皇室典範」について

者
い
ず
れ
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
而
し
て
明
治
二
十
年
五
月
二
十
三
日
に
井
上
毅
が
伊
藤
博
文
に
宛
て
た
書
．
簡
に

　
　
小
生
事
此
際
重
々
恐
入
候
へ
と
も
、
昨
冬
来
胃
病
ハ
ッ
キ
リ
い
た
し
兼
、
時
々
痙
攣
痛
を
起
し
型
鋼
第
二
義
、
不
得
已
湯
治
奉
願
、

　
　
暫
時
療
養
仕
候
而
、
更
二
健
全
を
得
下
戸
勉
強
仕
度
心
得
二
有
之
候
、
王
室
法
も
何
レ
ロ
ス
レ
ル
氏
意
見
書
出
来
置
上
月
替
、
更
二

　
　
御
修
正
モ
可
有
之
事
曲
金
、
暫
し
空
隙
を
念
書
欺
二
奉
存
候
、
万
一
其
内
急
二
会
議
を
被
開
候
事
も
有
之
候
ハ
・
、
小
生
モ
末
席
二

　
　
被
加
之
栄
を
賜
度
、
其
節
ハ
伊
東
へ
托
し
置
昼
間
、
電
命
を
得
候
而
早
々
帰
京
可
仕
候
、
旅
行
中
も
怠
ら
ず
、
王
室
法
之
説
明
二
従

　
　
事
い
た
し
候
筈
二
柳
原
伯
へ
約
束
い
た
し
置
候
、

と
あ
っ
て
、
ロ
エ
ス
レ
ル
が
「
王
室
法
」
に
関
す
る
意
見
書
を
い
ず
れ
提
出
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
ま

ず
は
本
草
案
の
起
草
者
は
ロ
エ
ス
レ
ル
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

　
し
か
し
、
本
草
案
起
草
者
を
ロ
エ
ス
レ
ル
と
推
測
す
る
理
由
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
ロ
エ
ス
レ
ル
が
こ
の
前
後
に
行
っ
た
数
々
の
答

礼
や
建
言
と
本
草
案
の
内
容
と
を
比
較
検
討
し
て
み
る
と
、
両
者
の
間
に
類
似
性
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
い
く
つ
か
挙
げ
て
検

討
し
よ
う
。
ま
ず
第
一
に
本
草
案
第
五
章
「
継
嗣
」
第
二
十
五
条
に
「
女
子
ハ
親
カ
ラ
政
治
二
丁
ス
ル
「
ヲ
得
ス
」
と
あ
っ
て
女
帝
が
否

定
さ
れ
、
第
二
十
四
条
に
「
女
統
ハ
総
テ
之
ヲ
継
承
ス
ル
「
ヲ
得
ス
」
と
あ
る
よ
う
に
女
舞
も
ま
た
否
定
さ
れ
て
い
る
。
但
し
男
統
が
全

く
絶
え
且
つ
養
子
も
為
さ
な
か
っ
た
場
合
に
は
「
先
帝
ノ
女
子
二
移
ル
」
こ
と
が
第
二
十
五
条
で
規
定
さ
れ
、
第
二
十
六
条
で
「
最
モ
年

長
ノ
内
親
王
ノ
長
男
」
に
帝
位
が
継
承
さ
れ
る
と
し
、
更
に
「
此
ノ
如
キ
新
皇
室
ノ
子
孫
モ
亦
直
二
長
子
相
続
男
統
相
続
継
嗣
ノ
原
則
二

基
キ
男
統
ノ
優
権
ヲ
設
ク
ヘ
シ
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
か
か
る
皇
位
継
承
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
明
治
二
十
年
一
月
二
十
七
日
の
ロ
エ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

ス
レ
ル
の
答
議
の
中
に
既
に
見
え
て
い
る
。

　
　
王
女
ヲ
シ
テ
王
位
ヲ
継
承
セ
シ
メ
ザ
ル
ノ
問
二
関
リ
テ
意
見
ヲ
陳
べ
ン
。
抑
々
王
女
ハ
政
務
ヲ
執
ル
ノ
能
力
ヲ
有
セ
ザ
ル
モ
ノ
ニ
非
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ラ
ズ
。
露
国
、
懊
国
、
西
国
、
英
国
ノ
如
キ
君
主
国
二
於
テ
、
女
主
ノ
政
務
ニ
シ
テ
好
結
果
ヲ
得
シ
コ
ト
往
々
之
ア
リ
。
支
那
二
於

　
　
テ
モ
当
時
皇
太
后
ハ
未
丁
年
ノ
皇
帝
二
代
目
政
務
ヲ
執
レ
リ
。
故
二
女
主
ノ
政
務
ヲ
以
テ
不
能
ナ
リ
ト
断
言
ス
ル
ヲ
得
ズ
。
今
日
本

　
　
国
民
ノ
思
想
二
野
テ
婦
人
二
政
務
ヲ
執
ラ
シ
ム
ル
ヲ
是
認
ス
ル
や
否
や
ハ
、
予
ノ
断
言
シ
能
ハ
ザ
ル
所
ナ
ル
カ
故
二
、
従
来
ノ
旧
制

　
　
ヲ
制
ス
ル
ヲ
以
テ
尤
モ
便
宜
ナ
リ
ト
ナ
ス
ヘ
キ
敗
。
予
ノ
一
箇
ノ
意
見
二
拠
レ
ハ
、
男
系
ハ
常
二
女
系
二
二
ツ
ヘ
シ
ト
錐
、
男
系
全

　
　
ク
絶
ユ
ル
時
ハ
女
系
モ
亦
王
位
ヲ
継
承
ス
ル
ヲ
得
ヘ
ク
、
而
シ
テ
女
系
ノ
子
孫
二
戸
テ
一
再
タ
ヒ
男
爵
ヲ
先
ン
ス
ヘ
キ
ナ
リ
。
此
法

　
　
二
依
レ
ハ
王
家
系
統
ヲ
絶
ッ
ノ
患
ヲ
免
レ
、
従
テ
王
位
永
遠
二
安
全
ナ
ル
ノ
効
果
ヲ
得
ヘ
シ
。

こ
こ
で
「
男
系
ハ
常
二
女
系
二
項
目
ヘ
シ
ト
難
、
男
系
全
ク
絶
ユ
ル
時
ハ
女
系
モ
亦
王
位
ヲ
継
承
ス
ル
ヲ
得
ヘ
ク
、
而
シ
テ
女
系
ノ
子
孫

二
業
テ
ハ
再
タ
ヒ
男
統
ヲ
先
ン
ス
ヘ
キ
ナ
リ
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
と
本
草
案
第
二
十
六
条
の
規
定
と
が
一
致
す
る
こ
と
、
瞭
然
で
あ
ろ

う
。
た
だ
右
翠
雲
で
は
女
系
否
定
ま
で
は
述
べ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
は
早
智
提
出
後
に
井
上
や
伊
藤
が
女
系
否
定
の
方
針
で
あ
る
こ
と
を

知
っ
て
、
本
草
案
で
第
二
十
五
条
の
ご
と
く
説
を
改
め
た
か
ら
と
思
わ
れ
る
。

　
第
二
に
、
本
草
案
第
四
十
条
に
摂
政
を
設
け
る
場
合
に
つ
い
て
規
定
し
、
特
に
「
日
本
帝
国
ノ
版
図
外
二
行
キ
テ
不
在
ナ
ル
時
」
に
言

及
し
て
い
る
の
も
、
本
草
案
が
霊
地
ス
レ
ル
案
な
る
こ
と
を
推
定
せ
し
め
る
。
も
と
も
と
柳
原
前
光
起
草
の
「
皇
室
典
範
再
稿
」
に
は

「
天
皇
本
邦
二
在
サ
ル
時
」
摂
政
を
置
く
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
た
が
、
井
上
は
こ
れ
を
削
除
し
た
。
そ
れ
は
律
令
の
「
監
国
」
の
制
に

よ
ら
し
め
よ
う
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
井
上
の
こ
の
考
え
は
皇
室
典
範
の
条
文
に
で
は
な
く
「
説
明
文
」
に
記
さ
れ
て
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

つ
た
の
で
、
何
故
「
天
皇
本
邦
二
在
サ
ル
時
」
に
つ
い
て
の
規
定
が
な
い
の
か
ロ
エ
ス
レ
ル
は
理
解
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
は

明
治
二
十
二
年
一
月
十
八
日
の
枢
密
院
再
審
会
議
直
後
に
「
皇
室
典
範
第
二
十
一
条
修
正
意
見
」
を
提
出
、
第
二
十
一
条
に
「
天
皇
二
流

成
年
二
達
セ
サ
ル
カ
又
ハ
精
神
若
ハ
身
体
ノ
不
治
ノ
重
患
二
重
リ
大
政
ヲ
親
ラ
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
間
ハ
摂
政
一
員
ヲ
置
ク
」
と
し
か
書
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か
れ
て
い
な
い
こ
と
を
不
満
と
し
、
「
疾
病
ノ
外
二
於
テ
モ
亦
他
ノ
事
由
ノ
生
ズ
ル
コ
ト
ア
ラ
ン
。
例
ヘ
バ
久
シ
ク
本
国
二
在
ラ
ザ
ル
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

キ
」
云
々
と
述
べ
て
い
る
。

　
第
三
に
、
本
草
案
で
は
皇
位
継
承
の
順
位
変
換
に
つ
い
て
は
何
も
規
定
し
て
い
な
い
こ
と
、
こ
れ
も
ロ
エ
ス
レ
ル
案
な
る
こ
と
の
一
証

左
で
あ
る
。
井
上
が
明
治
二
十
年
一
月
二
十
一
日
に
ロ
エ
ス
レ
ル
に
対
し
て
、
　
「
重
患
ノ
不
能
力
者
一
国
法
上
ノ
相
続
権
利
ヨ
リ
除
外
セ

ラ
ル
ヘ
キ
コ
ト
疑
ヲ
容
レ
ザ
ル
艶
言
タ
リ
」
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
わ
が
国
で
は
皇
位
継
承
有
資
格
者
が
重
患
で
あ
る
場
合
に
皇
位
継

承
の
順
位
を
変
換
す
る
こ
と
は
当
然
と
考
え
、
こ
の
後
の
各
種
の
草
案
で
も
こ
れ
が
維
持
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
考
え
に
対
し
て
、
ロ
エ

ス
レ
ル
は
「
精
神
二
又
ハ
身
体
上
不
治
ノ
不
能
力
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
、
王
位
継
承
ノ
権
ヲ
失
ハ
シ
メ
、
或
ハ
王
位
ヲ
退
カ
シ
ム
ル
「
、
事

理
二
適
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
」
と
し
な
が
ら
も
、
　
「
但
シ
多
ク
ハ
摂
政
ヲ
設
ク
ル
ノ
寛
和
ナ
ル
処
分
ヲ
取
レ
リ
」
と
、
摂
政
を
設
置
し
て
事
態

　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

を
凌
ぐ
こ
と
を
勧
め
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
雪
下
ス
レ
ル
は
、
疾
病
が
不
治
で
あ
る
こ
と
を
始
め
か
ら
診
断
す
る
の
は
難
し
い
こ
と
、
更

に
「
政
略
上
」
の
観
点
か
ら
「
不
能
力
ノ
王
子
ニ
シ
テ
全
ク
王
位
継
承
ノ
権
ヲ
失
ナ
ハ
シ
ム
ル
ニ
於
テ
ハ
、
事
ヲ
好
ム
ノ
皇
族
或
問
反
対

党
ヨ
リ
転
モ
ス
レ
ハ
王
位
争
議
ヲ
起
ス
ノ
憂
ア
ル
ヲ
免
レ
」
な
い
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
た
だ
ロ
エ
ス
レ
ル
は
、
永
久
不
能
力
と
判
明
し

た
場
合
に
摂
政
を
し
て
王
位
を
継
承
せ
し
め
る
よ
う
に
す
れ
ば
い
い
と
述
べ
て
、
譲
位
制
を
前
提
に
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
時
点
で

は
柳
原
や
井
上
も
譲
位
制
を
前
提
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
天
皇
の
譲
位
が
否
定
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
後
の
三
月
二
十
日
、
伊
藤
博
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

の
裁
定
に
よ
っ
て
で
あ
っ
て
、
こ
れ
以
降
は
ロ
エ
ス
レ
ル
も
ニ
タ
ビ
帝
酢
ヲ
践
ミ
玉
ヒ
タ
ル
君
ハ
何
等
ノ
コ
ト
ア
ル
モ
之
ヲ
動
ス
ヲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

得
」
ざ
る
こ
と
を
当
然
と
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
た
と
え
皇
位
に
つ
き
政
治
を
行
う
の
が
難
し
い
と
予
想
さ
れ
る
場
合
で
も
こ
れ
に
皇
位

を
継
承
せ
し
め
、
摂
政
が
代
わ
っ
て
政
務
を
行
う
よ
う
に
す
れ
ぽ
よ
い
。
皇
位
継
承
の
順
序
を
変
換
す
る
こ
と
は
必
要
で
な
い
と
い
う
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8
9

が
ロ
エ
ス
レ
ル
の
本
心
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3



以
上
の
考
証
に
よ
っ
て
、
本
草
案
の
起
草
者
は
斑
鳩
ス
レ
ル
で
あ
る
と
断
じ
て
ほ
ぼ
間
違
い
あ
る
ま
い
。
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三
　
本
草
案
の
性
格
と
意
義

　
明
治
十
九
年
末
か
ら
柳
原
と
井
上
と
共
同
し
て
始
め
ら
れ
た
皇
室
典
範
起
草
作
業
は
修
正
に
次
ぐ
修
正
を
経
て
、
明
治
二
十
年
三
月
二

十
日
、
伊
藤
や
伊
東
巳
代
治
を
含
め
た
高
輪
会
議
に
か
け
ら
れ
た
。
そ
れ
に
基
づ
い
て
柳
原
が
さ
ら
に
草
案
を
作
成
、
こ
れ
を
井
上
が
修

正
し
て
、
五
月
初
め
頃
に
全
十
二
章
七
十
七
箇
条
か
ら
な
る
草
案
が
出
来
上
が
っ
た
。
そ
し
て
井
上
は
こ
れ
を
伊
藤
に
提
出
す
る
と
と
も

に
、
寺
島
宗
則
に
も
送
付
し
て
意
見
を
求
め
て
い
る
。
こ
の
「
七
十
七
箇
条
」
草
案
完
成
に
よ
っ
て
皇
室
典
範
起
草
作
業
は
一
段
落
し

た
。
こ
の
翌
翌
二
十
一
年
二
月
頃
ま
で
は
憲
法
や
議
院
法
そ
れ
に
会
計
法
な
ど
の
起
草
作
業
が
進
め
ら
れ
、
皇
室
典
範
草
案
の
修
正
が
再

開
さ
れ
る
の
は
二
十
一
年
三
月
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
井
上
は
伊
藤
や
寺
島
の
意
見
を
加
味
し
て
修
正
案
を
作
り
、
こ
れ
を
も
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

三
月
二
十
五
日
、
伊
藤
と
井
上
は
夏
島
で
皇
室
典
範
草
案
の
検
討
を
行
っ
た
。
恐
ら
く
こ
の
時
点
ま
で
に
は
既
に
本
草
案
は
完
成
し
、
そ

し
て
伊
藤
の
手
に
渡
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
理
由
を
以
下
に
列
記
し
よ
う
。

　
第
一
。
　
「
七
十
七
箇
条
」
草
案
第
四
十
条
「
皇
族
ノ
誕
生
命
名
麗
去
結
婚
離
縁
成
年
及
賜
姓
ハ
宮
内
大
臣
勅
ヲ
奉
シ
官
報
ヲ
以
テ
之
ヲ

公
布
ス
」
に
対
し
て
、
三
月
頃
に
「
皇
族
ノ
誕
生
命
名
亮
去
結
婚
離
縁
ハ
宮
内
大
臣
勅
ヲ
奉
シ
図
書
寮
ノ
記
録
二
登
載
シ
同
時
二
内
閣
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

通
知
ス
」
と
改
め
る
よ
う
（
多
分
伊
藤
か
ら
）
意
見
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
本
草
早
食
四
章
「
皇
族
ノ
降
誕
結
婚
及
詩
序
ノ
証

明
」
第
十
四
条
の
「
天
皇
及
皇
室
二
関
ス
ル
証
明
ハ
宮
内
大
臣
侍
従
長
（
ヲ
ー
ベ
ル
ス
ト
ケ
ン
ム
レ
ル
）
ノ
補
助
又
ハ
親
王
及
内
親
王
二

関
ス
ル
証
明
ハ
主
任
別
当
（
ホ
ー
ブ
シ
エ
ー
ブ
）
ノ
補
助
ヲ
得
テ
証
明
二
通
ヲ
製
シ
一
通
ハ
皇
室
ノ
記
録
局
二
一
通
ハ
政
府
ノ
記
録
局
二
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蔵
メ
置
ク
ヘ
シ
」
に
依
拠
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
第
二
。
夏
島
会
議
で
は
寺
島
の
意
見
で
い
っ
た
ん
削
除
さ
れ
た
「
七
十
七
箇
条
」
草
案
の
第
五
十
条
「
皇
族
外
国
二
旅
行
セ
ン
ト
ス
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

ト
キ
ハ
勅
許
ヲ
請
フ
ヘ
シ
」
が
復
活
し
て
い
る
が
、
こ
れ
恐
ら
く
本
草
案
の
第
七
条
に
「
日
本
国
ノ
親
王
及
内
親
王
ハ
天
皇
ノ
許
可
ヲ
得

ル
ニ
ア
ラ
サ
レ
バ
決
シ
テ
外
国
二
滞
留
ス
ル
「
ヲ
得
ス
」
と
あ
る
の
に
従
っ
た
か
ら
と
推
測
さ
れ
る
。

　
第
三
。
　
「
七
十
七
箇
条
」
草
案
第
五
十
九
条
「
皇
族
ト
人
民
ト
ノ
間
二
上
ル
民
事
ノ
訴
訟
ハ
普
通
ノ
法
衙
二
於
テ
裁
判
ス
、
但
シ
皇
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

ハ
代
人
ヲ
以
テ
訴
訟
二
当
ラ
シ
ム
」
の
「
普
通
ノ
白
蝶
」
が
三
月
頃
に
「
控
訴
裁
判
所
」
と
改
め
ら
れ
た
が
、
こ
れ
は
多
分
本
草
案
二
十

八
条
「
皇
族
二
対
ス
ル
物
件
（
レ
ア
ー
ル
）
田
上
瀟
事
物
ノ
訴
訟
ハ
主
務
（
コ
ム
ペ
テ
ソ
ト
即
チ
処
理
ス
ル
ノ
職
権
ア
ル
）
帝
国
控
訴
裁

判
所
二
呈
出
ス
ヘ
シ
」
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
因
に
枢
密
院
設
置
は
四
月
三
十
日
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
以
前
に
講
義
ス
レ
ル
が
枢
密
院
に
言
及
す
る
の
は
お
か
し
い
と
い
う
疑
問
が
出

る
か
も
知
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
明
治
二
十
一
年
一
・
二
月
に
枢
密
院
設
置
の
方
針
が
決
ま
っ
た
後
、
三
月
半
ロ
エ
ス
レ
ル
が
枢
密
卑
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

制
の
草
案
を
起
草
し
て
い
る
か
ら
、
彼
が
枢
密
院
官
制
公
布
以
前
に
枢
密
院
に
言
及
し
て
も
な
ん
ら
不
思
議
で
は
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
本
草
案
の
成
立
時
期
が
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
こ
こ
で
思
い
至
る
の
は
憲
法
起
草
作
業
に
於
け
る
ロ

エ
ス
レ
ル
草
案
の
位
置
づ
け
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
憲
法
起
草
作
業
も
皇
室
典
範
と
同
じ
く
明
治
十
九
年
末
か
ら
開
始
さ
れ
、
最
初

の
草
稿
起
草
者
と
し
て
井
上
が
こ
れ
に
従
事
、
二
十
年
置
・
五
月
ま
で
に
井
上
は
憲
法
甲
案
・
乙
案
を
作
成
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
を
五
月

二
十
三
日
中
伊
藤
に
提
出
し
、
伊
藤
は
伊
東
巳
代
治
・
金
子
堅
太
郎
と
と
も
に
、
六
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
夏
島
で
こ
れ
を
集
中
審
議
し

た
。
こ
の
と
き
伊
藤
は
黒
山
ス
レ
ル
に
委
嘱
し
て
起
草
し
て
も
ら
っ
た
「
日
本
帝
国
憲
法
草
案
」
も
持
参
し
、
両
者
を
材
料
に
夏
島
草
案

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
1

を
作
成
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
夏
島
会
議
は
い
わ
ぽ
井
上
案
を
馬
上
に
載
せ
て
批
判
し
た
形
の
も
の
で
あ
っ
て
、
出
来
上
が
っ
た
夏
島
　
3



草
案
に
は
ロ
エ
ス
レ
ル
案
の
影
響
も
濃
厚
に
出
て
お
り
、
明
治
憲
法
正
文
全
条
項
の
約
五
分
の
一
が
ロ
エ
ス
レ
ル
草
案
に
起
源
を
持
っ
て

　
　
　
（
1
7
）

い
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
、
伊
藤
は
最
初
井
上
に
憲
法
草
案
の
起
草
を
委
嘱
し
た
に
も
拘
ら
ず
、
井
上
案
に
全
面
的
信
頼
を
置
く
と
言

う
わ
け
で
は
な
く
、
別
途
ロ
エ
ス
レ
ル
に
も
起
草
を
委
嘱
し
、
両
者
を
比
較
検
討
し
な
が
ら
さ
ら
に
新
し
く
草
案
を
作
成
す
る
方
針
を
と

っ
た
。
こ
の
半
年
後
に
、
今
度
は
皇
室
典
範
に
つ
い
て
、
同
じ
く
夏
島
で
井
上
案
と
ロ
エ
ス
レ
ル
案
と
を
比
較
検
討
し
た
の
で
あ
る
。
従

っ
て
伊
藤
は
、
ロ
エ
ス
レ
ル
の
皇
室
典
範
草
案
に
は
、
憲
法
草
案
の
場
合
と
同
様
の
位
置
づ
け
を
与
え
て
い
た
も
の
と
考
え
て
よ
か
ろ

う
。　

伊
藤
は
恐
ら
く
、
憲
法
草
案
の
場
合
と
同
じ
く
ロ
エ
ス
レ
ル
案
に
よ
っ
て
井
上
案
の
不
備
を
補
う
こ
と
を
予
想
し
て
い
た
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
憲
法
草
案
の
場
合
と
違
っ
て
、
皇
室
典
範
草
案
の
場
合
、
既
に
柳
原
と
井
上
の
間
で
度
重
な
る
意
見
調
整
が
行
わ
れ
、
ま

た
伊
藤
の
裁
定
も
仰
ぎ
、
更
に
は
寺
島
の
意
見
も
参
酌
す
る
な
ど
十
分
な
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
た
。
既
に
有
栖
川
宮
家
・
伏
見
宮
家
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

閑
院
宮
家
．
桂
宮
家
の
四
親
王
家
を
世
襲
皇
族
と
す
る
こ
と
は
廃
止
す
る
と
決
定
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
草
案
は
第
二
十
四
条

に
四
親
王
家
を
規
定
す
る
な
ど
、
そ
の
よ
う
な
検
討
の
過
程
を
熟
知
し
て
い
な
い
。
し
か
も
、
皇
室
に
関
す
る
こ
と
は
、
憲
法
の
場
合
と

は
違
っ
て
、
日
本
固
有
の
伝
統
が
多
く
加
味
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
、
外
国
人
た
る
ロ
エ
ス
レ
ル
の
草
案
で
は
物
足
り
な
い
と
こ
ろ
も

あ
る
。
た
と
え
ば
践
詐
即
位
に
伴
う
神
器
の
授
受
、
太
嘗
祭
、
改
元
な
ど
に
つ
い
て
本
草
案
で
は
何
も
触
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
点

か
ら
本
草
案
は
、
若
干
の
寄
与
は
し
た
も
の
の
、
憲
法
草
案
ほ
ど
の
機
能
を
果
た
さ
ず
、
そ
の
た
め
に
今
日
ま
で
そ
の
存
在
す
ら
知
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

ず
に
埋
没
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

丁注
）

上
将
文
庫
研
究
会
編
『
藤
壷
文
庫
影
印
－
明
治
皇
室
典
範
制
定
前
史
1
』
　
（
昭
和
五
十
七
年
、
國
學
院
大
学
）
四
八
三
頁
以
下
。
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（
2
）
　
た
と
え
ば
稲
田
正
次
『
明
治
憲
法
成
立
史
』
下
巻
（
昭
和
三
十
七
年
、
有
斐
閣
）
一
〇
四
頁
以
下
。

（
3
）
　
前
掲
『
梧
陰
文
庫
影
印
一
明
治
皇
室
典
範
制
定
前
史
　
　
』
四
九
九
頁
以
下
、
拙
稿
「
明
治
皇
室
典
範
制
定
史
の
基
礎
的
考
察
」
（
『
國
［
學
院

　
　
大
学
紀
要
』
第
二
十
二
巻
、
昭
和
五
十
九
年
）
、
梧
陰
文
庫
研
究
会
編
『
梧
陰
文
庫
影
印
－
明
治
皇
室
典
範
制
定
本
史
i
』
　
（
昭
和
六
十
一

　
　
年
）
四
六
一
頁
以
下
な
ど
。

（
4
）
　
「
皇
室
典
範
皇
族
令
談
話
要
録
」
　
（
『
堅
甲
文
庫
影
印
一
明
治
皇
室
典
範
制
定
本
史
一
』
四
八
八
頁
以
下
）
。

（
5
）
　
井
上
毅
伝
記
編
纂
委
員
会
編
『
井
上
毅
伝
　
史
料
篇
第
四
』
　
（
昭
和
四
十
六
年
、
國
學
院
大
学
図
書
館
）
一
〇
四
頁
以
下
。

（
6
）
　
國
學
院
大
学
日
本
文
化
研
究
所
編
『
近
代
日
本
法
制
史
料
集
』
第
六
（
昭
和
五
十
八
年
、
國
學
院
大
学
）
三
九
頁
。

（
7
）
　
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
憲
政
史
編
纂
会
収
集
文
書
「
皇
室
典
範
三
皇
説
明
案
」
　
（
憲
政
三
〇
）
の
第
二
十
条
参
照
。

（
8
）
　
秘
書
類
纂
『
帝
室
制
度
資
料
』
上
巻
（
昭
和
四
十
五
年
、
原
書
房
）
二
五
四
頁
。

（
9
）
　
前
掲
『
近
代
日
本
法
制
史
料
集
』
第
六
、
四
〇
頁
以
下
。

（
1
0
）
　
前
掲
「
皇
室
典
範
皇
族
令
草
案
談
話
要
録
」
。

（
1
1
）
　
明
治
二
十
年
四
月
四
日
「
皇
位
継
承
順
序
変
換
二
関
ス
ル
ロ
エ
ス
レ
ル
答
議
」
　
（
憲
政
五
〇
）
。

（
1
2
）
　
前
掲
拙
稿
参
照
。

（
1
3
）
　
「
皇
室
典
範
草
案
」
　
（
憲
政
二
一
）
。

（
1
4
）
　
三
月
二
十
六
日
附
井
上
の
伊
東
宛
書
簡
（
前
掲
『
井
上
毅
伝
　
史
料
篇
第
四
』
二
八
一
頁
）
。

（
5
1
）
　
　
「
白
王
室
曲
歯
範
曹
早
安
木
」
　
　
（
憲
詰
以
一
一
〇
）
。

（
1
6
）
　
稲
田
『
明
治
憲
法
成
立
史
』
下
巻
五
三
四
頁
以
下
。

（
1
7
）
　
小
嶋
和
司
「
ロ
エ
ス
レ
ル
『
日
本
帝
国
憲
法
草
案
』
に
つ
い
て
」
　
（
『
明
治
典
憲
体
制
の
成
立
』
木
鐸
社
、
一
九
八
八
年
）
三
頁
以
下
、
大
石

　
　
真
「
レ
ー
ス
ラ
ー
日
本
帝
国
憲
法
草
案
」
　
（
『
梧
陰
文
庫
影
印
－
明
治
皇
室
典
範
制
定
本
史
i
』
五
三
二
頁
以
下
）
。

（
8
1
）
　
　
越
削
掲
「
白
王
室
曲
六
箭
刊
皇
族
令
昔
申
案
談
話
要
録
」
。

（
1
9
）
本
草
案
の
存
在
が
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
な
か
っ
た
今
一
つ
の
理
由
と
し
て
、
こ
と
皇
室
に
関
す
る
法
律
を
外
国
人
が
起
草
し
た
と
い
う
こ
と
が
公

　
　
に
な
る
こ
と
は
国
体
上
好
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
、
本
草
案
原
本
が
ひ
た
隠
し
に
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
も
想
定
さ
れ
る
。
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翻
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3

日
本
帝
國
皇
室
典
範

　
　
（
千
八
百
八
十
八
年
）

天
佑
ヲ
保
有
シ
終
世
一
系
ノ
帝
詐
ヲ
践
タ
ル
日
本
國
天
皇
朕
御
名
朕
力
皇
室
軸
先
傳
來
ノ
奮
慣
及
悪
弊
セ
ル
政
治
上
ノ
形
勢
ヲ
熟
察
シ
朕

力
福
密
院
ノ
意
見
ヲ
聴
キ
左
ノ
皇
室
典
範
ヲ
設
ク

朕
是
レ
ヲ
以
テ
之
ヲ
制
定
シ
且
命
令
ス

　
　
　
第
一
章

　
　
　
　
　
皇
族

第
一
條
　
日
本
皇
室
ハ
左
ノ
皇
族
ヲ
以
テ
成
ル

　
（
イ
）
　
皇
族
ノ
首
長
タ
ル
天
皇

　
（
ロ
）
　
皇
后

　
（
ハ
）
　
皇
太
后

　
（
二
）
　
皇
宗
ヲ
共
ニ
シ
且
天
皇
ノ
許
可
ヲ
経
タ
ル
正
當
ノ
配
偶
二
出
テ
タ
ル
男
統
（
〃
ウ
刈
剛
へ
）
ノ
親
王
及
内
親
王
或
ハ
天
皇
ノ
正
式
ノ

　
　
　
許
可
ヲ
得
テ
養
子
ト
シ
タ
ル
親
王
及
内
親
王
但
シ
内
親
王
ハ
未
タ
皇
室
外
二
於
テ
位
階
相
當
ノ
婚
姻
ヲ
爲
サ
・
ル
間
ト
ス

　
（
ホ
）
　
天
皇
ノ
許
可
ヲ
得
テ
合
法
的
二
婚
姻
セ
ル
親
王
ノ
妃
及
其
嬬
妃

第
二
條
　
天
皇
ノ
長
男
及
若
シ
天
皇
ノ
長
男
其
男
子
ヲ
遺
シ
天
皇
二
単
二
チ
テ
公
署
シ
タ
ル
時
山
岸
長
男
ヲ
皇
太
子
（
ク
ロ
ー
ン
プ
リ
ン
ツ
）
ト
稻
シ
殿

　
下
（
碗
剥
匝
砂
籾
ご
ノ
榮
稻
ヲ
帯
フ
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第
「
條
（
ハ
）
及
（
二
）
二
掲
ケ
タ
ル
親
王
及
内
親
王
モ
亦
総
テ
殿
下
ノ
榮
稽
ヲ
帯
フ

第
三
條
　
親
王
及
内
親
王
ノ
位
階
ハ
詳
細
ナ
ル
皇
統
承
縫
権
（
糾
伽
囚
∂
団
ホ
）
二
二
リ
之
ヲ
定
ム

　
親
王
及
内
親
王
ノ
紋
章
ハ
皇
室
ノ
紋
章
ニ
シ
テ
史
傳
上
著
明
ナ
ル
或
ハ
天
皇
ノ
許
可
ヲ
経
タ
ル
識
別
標
ヲ
附
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
ス

　
　
　
第
二
章

　
　
　
　
　
皇
族
二
劃
ス
ル
天
皇
ノ
監
督

第
四
條
　
皇
族
ハ
絡
テ
皇
室
典
範
二
基
キ
天
皇
ノ
奪
嚴
及
裁
到
罐
二
服
罪
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
天
皇
ハ
皇
族
ノ
首
長
ト
シ
テ
一
定
ノ
思
慮
ヲ

　
以
テ
皇
族
ヲ
監
督
ス

第
五
條
　
天
皇
ハ
絡
テ
皇
室
ノ
安
寧
、
榮
轡
、
秩
序
及
福
祉
ヲ
維
持
ス
ル
ノ
法
策
ヲ
施
行
ス
ル
ノ
灌
利
ヲ
有
ス

第
六
條
　
天
皇
一
極
ノ
監
督
橿
ヲ
有
ス
ル
カ
爲
メ
ニ
皇
室
悉
皆
ノ
親
王
及
内
親
王
ノ
教
育
ヲ
覗
察
シ
且
教
育
二
關
ス
ル
報
告
ヲ
需
ム
ヘ
シ

第
七
條
　
日
本
國
ノ
親
王
及
内
親
王
ハ
天
皇
ノ
許
可
ヲ
得
ル
ニ
ア
ラ
サ
レ
バ
決
シ
テ
外
國
二
滞
雷
ス
ル
「
ヲ
得
ス

第
八
條
　
天
皇
未
丁
年
ノ
間
及
囁
政
期
限
内
ハ
此
ノ
監
督
権
ハ
撮
政
官
二
屑
ス

　
　
　
第
三
章

　
　
　
　
　
皇
族
ノ
婚
姻

第
九
條
豫
メ
天
皇
ノ
承
諾
ヲ
得
ル
ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
日
本
國
ノ
親
王
及
内
親
王
聞
手
シ
テ
婚
姻
ノ
約
ヲ
結
フ
「
ヲ
得
ス

第
十
條
　
天
皇
此
婚
姻
ヲ
承
諾
ス
ル
コ
ト
ニ
異
議
ナ
ケ
レ
ハ
親
署
及
宮
内
大
臣
ノ
謹
印
（
コ
ン
ト
ラ
ジ
ク
ナ
ツ
ー
ル
）
ヲ
捺
シ
タ
ル
承
諾
澄
ヲ
製
シ
帝
室
ノ

　
封
印
ヲ
鈴
セ
シ
メ
之
ヲ
與
フ
ヘ
シ

第
十
一
條
天
皇
ノ
承
諾
ナ
ク
シ
テ
皇
室
ノ
親
王
及
内
親
王
力
締
結
シ
タ
ル
婚
姻
二
於
テ
ハ
其
位
主
構
號
及
紋
章
二
關
ス
ル
権
利
山
里
婚
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姻
シ
タ
ル
妻
或
ハ
夫
及
斯
ノ
如
キ
杭
麓
ノ
間
二
生
レ
タ
ル
子
女
（
斉
牌
）
二
士
ハ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス

右
・
如
キ
婚
姻
・
締
結
シ
タ
ル
出
盛
メ
遺
産
相
績
（
ス
タ
ー
ツ
エ
ル
ブ
フ
オ
ル
ゲ
）
親
王
領
地
（
げ
華
嫁
資
（
げ
砂
瀕
）
「
ウ
イ
ト
・
－
・
」
捏
焼
誕
補

　
助
金
（
ス
ス
テ
ン
タ
チ
ヲ
ン
ス
ゲ
ル
デ
ル
）
或
ハ
私
房
銀
（
骨
置
忘
）
墳
游
到
腰
齢
海
辟
履
峡
脇
”
綬
彫
肋
跡
腿
金
）
ノ
請
求
権
ヲ
生
ス
ル
「
ナ
シ

　
右
ノ
如
キ
仇
備
ノ
女
子
或
ハ
前
婦
ハ
唯
今
父
或
ハ
夫
ノ
私
有
財
産
ヲ
以
テ
養
育
（
ア
リ
メ
ン
タ
チ
ヨ
ン
）
セ
ラ
レ
ン
「
ヲ
求
ム
ヘ
シ

第
十
二
條
　
総
テ
天
皇
ノ
許
可
ヲ
経
ス
シ
テ
締
結
シ
タ
ル
皇
室
ノ
親
王
及
内
親
王
ノ
婚
姻
契
約
ハ
無
敏
ト
ス

第
十
三
條
　
日
本
ノ
法
典
上
二
許
容
ス
ル
皇
室
ノ
養
子
ハ
近
遠
ノ
血
族
二
限
ル

　
養
子
ハ
天
皇
ノ
許
可
ヲ
経
テ
始
メ
テ
法
津
上
ノ
敷
力
ヲ
有
ス
ル
「
ヲ
得
ル

　
　
　
第
四
章

　
　
　
　
　
皇
族
ノ
降
誕
結
婚
及
亮
去
ノ
謹
明
（
六
”
”
刀
）

第
十
四
條
　
天
皇
及
皇
室
二
二
ス
ル
謹
明
ハ
宮
内
大
臣
侍
從
長
（
好
囲
琳
微
ト
）
ノ
補
助
又
ハ
親
王
及
内
親
王
二
二
ス
ル
謹
言
ハ
主
任
別
當

　
（
跡
ロ
7
7
シ
）
ノ
補
助
ヲ
得
テ
誼
明
二
通
ヲ
製
シ
一
通
ハ
皇
室
ノ
記
録
局
一
二
通
ハ
政
府
ノ
記
録
局
別
辞
メ
置
ク
ヘ
シ

第
十
五
條
　
天
皇
ハ
皇
室
ノ
親
王
、
大
臣
及
皇
室
政
府
ノ
貴
紳
（
錠
砂
好
牌
）
中
ヨ
リ
須
要
二
鷹
シ
テ
若
干
名
ノ
保
謹
人
ヲ
指
名
ス

第
十
六
條
　
天
皇
此
ノ
立
明
ヲ
爲
ス
ノ
地
二
在
ラ
サ
レ
バ
天
皇
ノ
特
命
二
依
リ
宮
内
大
臣
保
尊
人
ヲ
指
名
ス
宮
内
大
臣
不
在
ナ
レ
ハ
居
合

　
セ
タ
ル
皇
室
ノ
親
王
政
府
及
宮
内
ノ
最
高
官
各
一
名
或
ハ
武
官
保
謹
二
任
ス

　
右
二
關
ス
ル
商
議
録
ハ
宮
内
大
臣
之
ヲ
検
閲
シ
其
検
閲
ヲ
了
シ
タ
ル
後
同
大
臣
之
ヲ
天
皇
ノ
一
覧
二
供
シ
然
ル
後
肩
十
四
條
二
掲
ケ
タ

　
ル
ニ
涌
　
ノ
諦
圭
目
二
謂
閃
製
ス
ヘ
シ

第
十
七
條
　
宮
内
大
臣
ハ
皇
室
二
降
誕
結
婚
及
嘉
去
ア
リ
シ
「
ヲ
謹
明
ス
ル
カ
爲
メ
ニ
天
皇
ノ
特
命
二
出
雲
ル
許
可
ヲ
得
ル
ヲ
要
ス
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第
十
八
條
　
宮
内
大
臣
ハ
皇
族
ノ
亮
去
シ
タ
ル
場
合
二
於
テ
該
皇
族
ノ
宮
殿
或
ハ
室
房
二
封
印
ヲ
爲
ス

　
同
大
臣
事
故
ア
リ
テ
封
印
ヲ
爲
ス
「
豊
岡
サ
ル
場
合
二
於
テ
ハ
宮
内
省
ノ
委
員
封
印
ヲ
爲
ス
ノ
権
利
ヲ
有
ス
又
其
所
二
居
合
セ
タ
ル
最

　
高
官
吏
ハ
之
ヲ
委
任
セ
ラ
ル
・
「
ア
リ

　
　
　
第
五
章

　
　
　
　
　
縫
嗣

第
十
九
條
　
日
本
ノ
帝
位
ハ
日
本
皇
室
男
統
ノ
世
襲
ニ
シ
テ
不
分
割
（
ゆ
〃
畑
守
山
バ
）
長
子
相
績
（
力
病
田
甘
ゲ
）
及
内
戚
縫
嗣
（
弾
”
け
膨
”
　
盗
り
）

　
ノ
原
則
二
從
フ

第
二
十
條
　
織
嗣
ノ
資
格
ヲ
有
ス
ル
ニ
ハ
皇
室
ヨ
リ
位
階
相
當
ト
認
可
セ
ラ
レ
タ
ル
仇
僅
ノ
正
書
ナ
ル
生
子
（
伽
靴
力
書
勝
i
）
タ
ル
ヲ
要
ス

第
二
十
一
條
　
皇
室
二
於
テ
日
本
法
律
二
適
言
ス
ル
養
子
ヲ
爲
シ
タ
ル
時
ハ
此
ノ
養
子
ト
ナ
リ
タ
ル
親
王
ハ
君
主
直
接
ノ
子
孫
ノ
系
統
中

　
二
編
入
シ
日
本
親
王
ノ
穂
號
ヲ
得
公
然
日
本
親
王
ト
シ
テ
認
承
セ
ラ
ル
・
モ
ノ
ト
ス

第
二
十
二
條
君
主
力
綴
嗣
ヲ
有
ス
ル
正
配
ノ
皇
子
ヲ
遺
サ
ス
シ
テ
姐
落
シ
タ
ル
時
ハ
養
子
ト
ナ
リ
タ
ル
親
王
帝
位
ヲ
襲
ク

第
二
十
三
條
養
子
ヲ
爲
シ
タ
ル
後
先
帝
ノ
姐
落
ノ
前
ヨ
リ
シ
テ
縫
嗣
ノ
資
格
ヲ
有
ス
ル
正
配
ノ
皇
子
降
誕
ア
ル
ヘ
キ
ヤ
ノ
望
ア
ル
時
ハ

　
養
嗣
権
ハ
正
配
ノ
皇
子
ヲ
得
ル
ノ
望
断
絶
ス
ル
マ
テ
停
止
ス
然
レ
臣
養
子
及
其
子
孫
一
派
ホ
日
本
親
王
及
内
親
王
ノ
特
権
ヲ
具
有
ス
ル

　
モ
ノ
ト
ス

第
二
十
四
條
　
日
本
馬
國
ノ
皇
室
二
於
テ
ハ
先
ツ
現
二
登
臨
ス
ル
君
主
ノ
男
泣
帝
位
ヲ
前
言
ス
此
ノ
皇
統
蜴
滅
ス
レ
ハ
帝
位
ハ
有
栖
川
家

　
ノ
男
統
二
有
栖
川
家
ノ
譲
受
蓋
死
ス
レ
ハ
伏
見
家
ノ
男
統
二
次
版
図
男
並
ノ
男
統
二
最
後
二
桂
家
ノ
男
統
二
身
カ
シ
ム
女
陰
ハ
総
テ
之

　
ヲ
縫
承
ス
ル
「
ヲ
得
ス

397



第
二
十
五
條
　
若
シ
日
本
諸
皇
族
中
音
統
端
滅
シ
且
天
皇
ノ
許
可
ヲ
以
テ
綴
嗣
二
定
メ
タ
ル
養
子
ヲ
爲
サ
・
リ
シ
重
目
縫
嗣
ハ
先
帝
ノ
女
　
9
8

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3

　
子
二
移
ル
ト
難
モ
女
子
ハ
親
カ
ラ
政
治
二
任
ス
ル
「
ヲ
得
ス
書
手
男
子
三
帝
位
ヲ
縫
カ
シ
ム
ル
ノ
ミ

第
二
十
六
條
　
此
ノ
系
統
重
縫
ノ
順
序
ハ
先
帝
ノ
姐
落
後
最
モ
年
長
ノ
内
親
王
（
先
帝
ノ
皇
女
或
ハ
最
近
内
親
王
）
ノ
長
男
ヲ
以
テ
先
ツ

　
一
帝
位
二
師
カ
シ
ム
ル
モ
ノ
ト
ス

　
此
ノ
如
キ
新
皇
室
ノ
子
孫
モ
身
心
チ
ニ
長
子
相
績
垂
統
相
碁
綴
嗣
ノ
原
則
旧
基
キ
書
幅
ノ
早
書
ヲ
設
ク
ヘ
シ

第
二
十
七
條
　
皇
室
ノ
内
親
王
ハ
其
婚
姻
ヲ
爲
ス
以
前
棄
灌
謹
書
ヲ
調
製
ス
ヘ
シ
書
函
書
中
ニ
ハ
内
親
王
力
自
己
及
其
嗣
子
ノ
爲
メ
ニ
此

　
ノ
皇
室
典
範
第
二
十
五
條
及
第
二
十
六
條
二
載
セ
タ
ル
男
統
蜴
重
藤
養
子
欠
乏
ノ
場
合
二
於
ケ
ル
政
府
ノ
重
縫
ヲ
辞
退
ス
ル
旨
ヲ
述
へ

　
且
此
ノ
皇
室
典
範
二
明
文
ア
ル
モ
ノ
・
外
自
己
及
其
嗣
子
ノ
爲
メ
ニ
私
ノ
遺
産
二
關
シ
テ
請
求
構
ア
ル
「
ヲ
密
語
セ
サ
ル
ヘ
シ
ト
ノ
旨

　
ヲ
記
ス
ヘ
シ
而
シ
テ
棄
権
ハ
「
エ
ー
パ
ク
テ
ン
」
（
婚
姻
ノ
際
財
産
二
附
キ
テ
取
結
フ
契
約
書
）
中
二
記
載
ス
ヘ
シ

　
　
　
第
六
章

　
　
　
　
　
白
主
室
二
關
ス
ル
裁
剣
㎜
催
及
白
歪
族
會
艶
議
（
フ
ハ
ミ
リ
ー
ン
ラ
ー
ト
）

第
二
十
八
條
　
皇
族
二
三
ス
ル
物
件
（
レ
ア
ー
ル
）
及
混
濡
事
物
ノ
訴
訟
ハ
主
務
（
麹
齢
黙
”
〃
主
脚
跨
姥
ヲ
）
三
吟
控
訴
裁
剣
所
二
呈
出
ス
ヘ
シ

第
二
十
九
條
　
絡
テ
皇
室
ノ
親
王
及
内
親
王
ノ
身
上
二
關
ス
ル
他
ノ
転
部
事
件
ハ
天
皇
皇
族
會
議
ヲ
開
カ
シ
メ
テ
其
法
廷
ト
爲
ス
ヘ
シ

第
三
十
條
　
皇
族
會
議
ハ
天
皇
、
皇
太
子
、
十
八
歳
二
達
シ
タ
ル
皇
室
ノ
親
王
諸
大
臣
及
最
高
刑
法
官
（
η
預
言
ご
若
ク
ハ
隠
密
院
長
ヲ
以

　
テ
組
織
ス

第
三
十
一
條
　
皇
族
遺
髪
ノ
議
長
ハ
天
皇
之
レ
ニ
任
シ
天
皇
欠
席
ス
レ
ハ
皇
太
子
之
レ
匹
田
ス
天
皇
、
皇
太
子
共
闘
欠
席
ス
レ
脳
弓
圭
ノ

　
見
込
ヲ
以
テ
之
ヲ
他
ノ
一
人
二
委
任
ス
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第
三
十
二
條
　
皇
族
會
議
ハ
天
皇
ノ
明
瞭
ナ
ル
救
命
ニ
ヨ
リ
天
皇
ノ
定
メ
タ
ル
目
的
ノ
爲
翰
林
集
會
ス

　
天
皇
故
障
ア
レ
バ
皇
太
子
皇
太
子
モ
亦
故
障
ア
レ
ハ
皇
室
内
戚
（
ア
グ
ナ
ー
テ
ン
〉
ノ
年
長
者
皇
族
會
議
ヲ
召
集
ス
ル
「
ヲ
得
ル
後
ノ
場
合
二
於

　
テ
ハ
櫃
密
院
ノ
同
意
ヲ
要
ス

鱗
弟
一
二
十
一
二
條
　
白
王
族
會
趾
議
ノ
騰
粗
務
牌
範
園
【
内
二
屠
…
ス
ル
モ
ノ
左
ノ
如
シ

（
イ
）

（
ロ
）

（
ハ
）

（
二
）

（
ホ
）

第
三
十
四
條

　
族
會
議
ノ
召
集
ヲ
・
止
ム

第
三
十
五
條
皇
族
會
議
ヲ
召
集
シ
タ
ル
時
ハ
命
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
悉
皆
ノ
皇
族
二
通
知
ス

第
三
十
六
條
　
司
法
大
臣
ハ
皇
族
會
議
二
際
シ
テ
報
告
（
フ
オ
ル
ト
ラ
ー
グ
）
ヲ
爲
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
三
十
七
條
訴
訟
ノ
事
件
緊
要
ニ
シ
テ
且
黙
思
園
大
ナ
ル
時
ハ
皇
族
會
議
ハ
帝
國
最
高
裁
到
所
ノ
資
格
ヲ
備
フ
此
ノ
場
合
二
品
テ
ハ
最

　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
高
司
法
衙
門
（
ヲ
ー
ベ
ル
ス
テ
ユ
ス
チ
ツ
ツ
ス
テ
ル
レ
）
及
首
府
ノ
控
訴
裁
剣
所
ノ
長
官
ヲ
陪
席
セ
シ
ム

第
三
十
八
條
　
後
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
雨
法
官
長
門
虜
分
目
關
ス
ル
法
律
的
ノ
訓
令
ヲ
検
案
シ
且
報
告
ヲ
爲
ス

皇
室
ノ
親
王
及
内
親
王
二
封
ス
ル
悉
皆
ノ
刑
事
及
訴
願
（
移
肱
”
）

総
テ
皇
室
ノ
親
王
及
内
親
王
二
樹
ス
ル
ー
身
上
ノ
訴
訟

親
王
及
内
親
王
ノ
禁
令
（
イ
ン
テ
ル
ヂ
ク
チ
ヨ
ー
ネ
ン
）

親
王
及
内
親
王
ノ
民
法
上
ノ
敷
力
二
關
係
ス
ル
離
婚

後
見
事
件

　
　
一
身
上
三
皇
ス
ル
訴
訟
二
際
シ
テ
ハ
先
ツ
關
係
人
ヲ
勧
解
ス
ル
「
ヲ
試
ム
ヘ
シ
協
議
調
ヒ
且
天
皇
之
ヲ
允
可
シ
タ
レ
ハ
皇
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第
三
十
九
條
　
皇
族
上
議
ハ
其
附
與
セ
ラ
レ
タ
ル
資
格
ヲ
以
テ
訴
訟
事
件
ノ
権
利
ノ
關
係
ヲ
平
定
ス
此
ノ
裁
決
ハ
天
皇
ノ
謹
認
ヲ
要
ス

　
　
　
第
七
章

　
　
　
　
　
帝
國
ノ
擾
政
及
君
主
ノ
後
見

第
四
十
條
　
帝
國
ノ
撮
政
ヲ
來
タ
ス
場
合
左
ノ
如
シ

　
（
イ
）
　
尋
常
ノ
場
合
郎
ハ
チ
天
皇
未
丁
年
ノ
間

　
（
ロ
）
　
非
常
ノ
場
合
部
ハ
チ
天
皇
力
至
難
上
或
ハ
精
騨
上
ノ
疾
病
ノ
爲
メ
一
二
時
或
ハ
久
シ
ク
政
事
ノ
執
行
ヲ
妨
ケ
ラ
レ
毫
モ
帝
國
ノ

　
　
　
政
治
二
注
意
セ
ス
或
ハ
注
意
ス
ル
「
ヲ
得
サ
ル
時
言
日
本
帝
國
ノ
版
圖
外
二
行
キ
テ
不
在
ナ
ル
時

　
（
ハ
）
皇
族
全
ク
蜴
死
シ
最
後
ノ
君
主
ノ
崩
シ
タ
ル
際
尚
ホ
合
法
的
ノ
儀
式
ヲ
以
テ
儲
武
ヲ
定
メ
サ
リ
シ
時

第
四
十
「
條
　
天
皇
及
皇
太
子
ハ
漏
十
八
年
ヲ
経
テ
丁
年
二
達
シ
他
ノ
親
王
及
内
親
王
山
主
二
十
「
年
ヲ
経
テ
丁
年
申
達
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

　
第
四
十
條
（
ロ
）
ノ
規
則
甲
羅
キ
非
常
ノ
戸
政
ヲ
置
ク
ヘ
キ
場
合
ハ
憲
法
（
カ
π
卯
”
か
”
朔
ン
）
ヲ
以
テ
之
ヲ
詳
定
ス

第
四
十
二
條
　
天
皇
ハ
自
己
ノ
意
見
ヲ
以
テ
皇
室
丁
年
ノ
親
王
中
二
就
キ
儲
威
未
丁
年
間
ノ
善
政
官
（
ラ
イ
ヒ
ス
7
エ
ル
ウ
エ
ー
セ
ル
）
ヲ
選
定
ス
ル
ノ
椹
利

　
ヲ
有
ス
此
ノ
如
ク
豫
メ
選
定
シ
タ
ル
青
磁
官
ヲ
欠
ク
時
ハ
皇
統
七
型
例
（
刺
瞬
肯
9
1
肋
ド
究
方
）
二
從
ヒ
且
ツ
長
子
権
（
は
鍍
導
け
げ
）
二
由
リ

　
最
近
ノ
承
縫
者
タ
ル
丁
年
内
戚
ノ
親
王
ヲ
以
テ
擾
政
官
二
充
ツ

第
四
十
三
條
　
最
近
承
縫
ノ
擢
利
ヲ
有
ス
ル
内
戚
ノ
親
王
未
丁
年
ナ
ル
寸
歩
ハ
其
他
ノ
故
障
ア
ル
場
合
二
歳
テ
ハ
撮
政
二
任
官
ラ
ル
・
ノ

　
権
利
ハ
承
綴
例
二
從
ヒ
之
レ
ニ
亜
キ
タ
ル
最
近
ノ
承
三
者
タ
ル
丁
年
内
戚
ノ
親
王
二
轄
移
ス

　
一
旦
掻
政
ノ
職
ヲ
執
り
タ
ル
内
戚
ノ
親
王
ハ
君
圭
丁
年
二
達
シ
或
ハ
君
主
二
施
政
ヲ
妨
ケ
タ
ル
故
障
ノ
消
滅
ス
ル
マ
テ
其
職
ヲ
維
持
ス

　
ル
モ
ノ
ト
ス
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施
政
ヲ
妨
ケ
ラ
レ
タ
ル
君
圭
二
先
チ
テ
撮
政
官
亮
去
シ
或
出
自
カ
ラ
施
政
ヲ
妨
ケ
ラ
レ
タ
ル
時
ハ
之
レ
ニ
亜
キ
タ
ル
最
近
ノ
承
縫
者
タ

　
ル
丁
年
内
戚
ノ
親
王
此
ノ
職
ヲ
襲
ク
ヘ
シ

第
四
十
四
條
　
第
四
十
二
単
二
從
ヒ
天
皇
二
於
テ
未
丁
年
ノ
場
合
ノ
爲
メ
ニ
掻
政
官
ヲ
選
定
シ
タ
ル
時
ハ
宮
内
大
臣
之
レ
カ
爲
メ
ニ
導
通

　
ノ
謹
書
（
ウ
ル
ク
ン
デ
）
ヲ
調
製
シ
一
通
ハ
皇
室
ノ
記
録
局
一
二
通
ハ
政
府
ノ
記
録
局
二
三
三
韓
キ
三
章
ヲ
要
ス
ル
場
合
二
丁
レ
筋
斗
ヲ
獲
表

　
シ
同
時
二
丁
政
官
二
此
ノ
選
定
田
隈
ス
ル
謹
書
ヲ
示
ス
ヘ
シ
囁
政
官
一
撮
政
ノ
宣
誓
ヲ
了
リ
タ
ル
後
戸
職
二
就
ク
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス

第
四
十
五
條
　
前
記
ノ
第
四
十
條
（
ハ
）
二
戸
ケ
タ
ル
場
合
二
於
テ
ハ
憲
法
或
ハ
皇
室
典
範
二
戸
リ
掻
政
官
二
任
ス
ヘ
キ
内
戚
ノ
親
王
丁

　
年
二
達
ス
ル
マ
テ
帝
政
ノ
職
ハ
内
大
臣
（
〃
開
μ
”
川
ゲ
V
梓
川
其
他
ノ
最
高
刑
法
官
ニ
シ
テ
全
ク
丁
年
内
戚
ノ
親
王
ナ
キ
時
二
際
リ
テ
帝

　
國
ヲ
管
理
ス
ル
所
ノ
者
之
レ
ニ
任
ス

第
四
十
六
條
　
儲
武
其
他
皇
室
ノ
親
王
内
親
王
ノ
看
護
及
教
育
ハ
皇
太
后
（
口
早
婬
副
ワ
ゥ
）
二
千
ス
皇
太
后
ナ
キ
時
晴
着
ノ
灌
利
ハ
太
皇
太

　
后
（
カ
イ
ゼ
リ
ン
ム
ツ
テ
ル
）
若
ク
ハ
親
王
及
内
親
王
近
親
者
ノ
古
曲
或
ハ
婦
人
二
蹄
ス
然
レ
臣
皇
太
后
或
ハ
太
皇
太
后
上
蓋
シ
テ
掻
政
ノ
灌
利
ヲ
有

　
セ
ス

　
撮
政
官
ハ
未
丁
年
或
ハ
政
治
ヲ
妨
ケ
ラ
レ
タ
ル
天
皇
二
樹
シ
普
通
ノ
監
督
権
ノ
外
書
二
勢
力
ア
ル
「
ナ
シ

第
四
十
七
條
　
第
四
十
條
（
イ
）
及
（
ロ
）
二
掲
ケ
タ
ル
場
合
二
心
テ
ハ
未
丁
年
或
ハ
政
治
ヲ
妨
ケ
ラ
レ
タ
ル
天
皇
ノ
名
ヲ
以
テ
政
事
ヲ

　
執
行
シ
其
名
ヲ
以
テ
法
令
及
任
命
書
ヲ
護
シ
其
印
章
（
イ
ン
ジ
ー
ケ
ル
）
及
花
押
（
対
州
げ
刀
）
ヲ
用
ユ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

第
四
十
八
條
　
囁
政
職
ヲ
奉
ス
ル
皇
室
ノ
親
王
或
ハ
内
大
臣
ハ
其
固
有
ノ
稻
號
ノ
外
日
本
帝
國
撮
政
官
ナ
ル
稻
號
ヲ
帯
ブ
囁
政
官
ハ
此
ノ

　
構
號
ヲ
以
テ
政
令
二
署
名
ス

第
四
十
九
條
　
撮
政
官
ハ
其
職
二
就
ク
ニ
際
リ
左
二
記
載
ス
ル
宣
誓
書
二
通
ヲ
出
ス
ヘ
シ
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予
律
法
律
及
憲
法
ヲ
遵
奉
シ
テ
帝
國
ノ
事
務
ヲ
管
理
シ
日
本
帝
國
ノ
完
全
政
府
ノ
椹
利
天
皇
ノ
墨
香
ヲ
維
持
画
質
執
行
ヲ
委
任
セ
ラ

　
　
レ
タ
ル
権
利
ヲ
忠
直
二
天
皇
二
奉
還
ス
ヘ
キ
「
ヲ
宣
誓
ス

　
此
ノ
宣
誓
書
ノ
一
通
ハ
皇
室
ノ
記
録
局
一
二
通
ハ
政
府
ノ
記
録
局
二
藏
理
髪
ク
ヘ
シ

第
五
十
條
　
囁
政
ノ
期
限
中
冬
政
官
一
望
テ
憲
法
皇
室
典
範
ヲ
以
テ
特
二
例
外
ト
爲
サ
・
ル
主
権
（
ソ
ウ
フ
エ
レ
ニ
テ
ー
ト
）
ノ
権
利
ヲ
執
行
ス

第
五
十
一
條
擾
政
官
ハ
各
般
ノ
政
務
上
囁
政
會
議
（
レ
ゲ
ン
ト
シ
ヤ
フ
ト
ラ
：
卜
）
ト
見
敬
ス
ヘ
キ
國
務
省
（
双
魚
旧
”
賦
二
）
ノ
同
意
ヲ
受
ク
ル
ノ
義
務
ア
リ

　
何
等
ノ
範
團
内
二
於
テ
櫃
密
院
力
之
レ
ニ
干
渉
ス
ヘ
キ
や
口
蓋
當
法
律
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム

第
五
十
二
條
掻
政
官
膚
着
囁
政
期
限
中
皇
居
若
ク
ハ
一
宮
殿
中
二
住
居
ヲ
有
シ
随
意
二
皇
居
ヲ
使
用
ス
ル
コ
ヲ
得
且
年
額
五
萬
圓
ノ
代

　
理
金
ヲ
月
割
ト
シ
テ
毎
月
始
メ
三
帝
室
費
中
ヨ
リ
受
領
ス
ヘ
シ

第
五
十
三
條
　
撮
政
ノ
期
限
ハ
第
四
十
條
（
イ
）
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
故
障
ノ
浩
滅
シ
或
ハ
天
皇
日
本
國
二
蹄
着
ノ
日
（
ハ
）
ノ
場
合
二
於

　
テ
ハ
新
君
圭
郎
位
ノ
日
ヲ
以
テ
終
ル
モ
ノ
ト
ス

第
五
十
四
條
　
囁
政
終
結
ヲ
告
ケ
政
治
ヲ
親
裁
ス
ヘ
キ
新
天
皇
憲
法
二
基
キ

　
　
朕
ハ
法
律
及
憲
法
二
蓮
ヒ
テ
日
本
帝
國
ヲ
統
御
シ
常
二
公
卒
ナ
ル
司
法
ヲ
執
ル
ヘ
キ
ヲ
誓
フ
」
ト

　
ノ
宣
誓
ヲ
爲
シ
タ
ル
後
嵩
高
テ
書
写
ノ
制
ヲ
履
止
シ
新
天
皇
政
治
ヲ
執
り
タ
ル
コ
ヲ
朝
廷
（
ル
”
デ
）
及
帝
國
内
二
布
告
ス

　
天
皇
宣
告
ヲ
爲
シ
且
政
治
ヲ
執
り
タ
ル
っ
二
關
シ
テ
ニ
通
ノ
芸
事
録
（
ガ
㎏
卦
）
ヲ
調
製
シ
「
通
ハ
皇
室
ノ
記
録
局
～
二
幅
政
府
ノ
記
録

　
局
二
藏
メ
置
ク
ヘ
シ

　
　
　
第
八
章

　
　
　
　
　
親
王
及
内
親
王
ノ
後
見
教
育
及
家
計
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第
五
十
五
條
　
皇
室
ノ
親
王
及
内
親
王
ノ
後
見
職
ニ
シ
テ
掻
政
事
件
二
關
係
ナ
キ
モ
ノ
ハ
其
父
ノ
特
命
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム
ヘ
シ

　
此
ノ
如
キ
特
命
ナ
キ
場
合
二
於
テ
旧
卒
四
十
七
単
二
因
リ
皇
子
皇
女
目
先
ツ
皇
太
后
次
二
太
皇
太
后
二
厨
ス
然
レ
華
年
細
論
年
中
ノ
私

　
産
ノ
管
理
ハ
天
皇
若
ク
ハ
振
政
ノ
監
督
ヲ
受
ク
ヘ
シ

第
五
十
六
條
　
財
産
ノ
管
理
上
二
於
テ
ハ
帝
國
ノ
法
律
二
注
意
ス
ヘ
シ
私
人
二
於
テ
後
見
人
ノ
所
置
二
關
シ
裁
到
所
ノ
認
承
ヲ
要
ス
ヘ
キ

　
場
合
ハ
皇
族
二
於
テ
ハ
天
皇
ノ
允
許
ヲ
要
ス
撮
政
ノ
時
二
際
リ
テ
ハ
舌
打
官
ノ
認
承
ト
機
務
省
（
ス
タ
ー
ツ
ミ
ニ
ス
テ
リ
ウ
ム
）
ノ
同
意
ト
ヲ
得
サ
レ
ハ

　
財
産
ノ
本
質
ヲ
攣
更
ス
ル
「
ヲ
許
サ
ス
‘

第
五
十
七
條
　
皇
太
后
或
ハ
太
皇
太
后
後
見
職
ヲ
終
う
ス
シ
テ
亮
去
シ
或
ハ
法
律
上
ノ
故
障
ノ
爲
メ
面
立
職
ヲ
縫
績
ス
ル
「
能
ハ
サ
ル
時

　
ハ
其
時
ノ
天
皇
或
ハ
撮
政
二
於
テ
新
二
後
見
職
ヲ
選
任
ス

第
五
十
八
條
　
内
親
王
ハ
其
婚
姻
ス
ル
マ
テ
ハ
皇
族
ノ
首
長
即
ハ
チ
天
皇
或
ハ
撮
政
官
ノ
後
見
ヲ
受
ク

第
五
十
九
條
　
皇
室
ノ
親
王
ハ
其
未
丁
年
ノ
子
女
ヲ
教
育
シ
及
其
財
産
ヲ
管
理
ス
ル
カ
爲
メ
ニ
其
後
見
人
ヲ
任
命
ス
ル
「
ヲ
得
ル
然
レ
臣

　
其
後
見
人
ヲ
任
命
ス
ル
ニ
ハ
天
皇
或
ハ
撮
政
官
ノ
認
承
ヲ
要
ス

　
其
父
後
見
人
ヲ
任
命
セ
ス
或
ハ
其
指
名
シ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
天
皇
ノ
無
配
ヲ
得
サ
ル
時
ハ
天
皇
ハ
黄
連
官
二
於
テ
選
任
ス
ヘ
シ

第
六
十
條
　
皇
室
ノ
親
王
及
内
親
王
附
ノ
職
員
ハ
天
皇
ノ
許
可
ヲ
経
テ
之
ヲ
任
命
シ
皇
太
后
、
太
皇
太
后
、
皇
后
、
皇
太
子
及
皇
子
、
皇

　
女
附
ノ
職
員
ハ
天
皇
親
カ
ラ
之
ヲ
任
命
ス

　
　
　
第
九
章

　
　
　
　
　
皇
室
典
範
（
通
則
ノ
部
）
ノ
施
行
及
布
告

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4

第
六
十
一
條
　
此
皇
室
典
範
ハ
帝
國
法
令
彙
纂
ヲ
以
テ
布
告
ス
ル
ト
同
時
厭
忌
力
ヲ
有
ス



第
六
十
二
條
　
此
時
ヨ
リ
以
降
此
皇
室
典
範
二
背
行
ス
ル
習
慣
法
及
制
度
ヲ
康
止
ス

第
六
十
三
條
　
朕
我
皇
族
即
言
帝
國
悉
皆
ノ
臣
民
二
告
ク
ル
周
面
皇
室
典
範
（
通
則
ノ
部
）

　
帝
國
法
令
彙
纂
二
登
載
シ
テ
之
ヲ
布
告
セ
シ
ム

　
　
　
　
　
何
年
何
月
何
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
姻

ヲ
遵
守
ス
ヘ
キ
旨
ヲ
以
テ
ス
此
皇
室
典
範
ハ

東
京
二
於
テ

親
署

何
某
副
署

○

　
　
　
第
六
章

　
　
　
　
　
皇
室
二
關
ス
ル
裁
到
権
及
皇
族
會
議
（
刀
か
R
回
一
）

第
二
十
九
條
　
皇
族
二
言
ス
ル
物
件
（
匝
岬
）
及
混
線
事
物
ノ
訴
訟
ハ
主
務
（
コ
ム
ペ
テ
ン
ト
即
チ
之
ヲ
慮
理
ス
ル
脳
弓
…
ア
ル
）
帝
國
控
訴
裁
剣
所
二
呈
出
ス
ヘ
シ

第
三
十
條
総
テ
皇
室
ノ
親
王
及
内
親
王
ノ
身
上
下
直
ス
ル
他
ノ
裁
剣
事
件
ハ
天
皇
之
レ
軸
上
メ
ニ
皇
族
會
議
ヲ
開
ク
ベ
シ

第
三
十
一
條
　
皇
族
會
議
ハ
天
皇
、
皇
太
子
、
十
八
歳
二
達
シ
タ
ル
皇
室
ノ
親
王
、
諸
大
臣
及
最
高
刑
法
官
（
ク
ロ
ー
ン
ペ
ア
ー
ム
テ
）
ヲ
以
テ
組
織
ス

第
三
十
二
條
皇
族
會
議
ノ
議
長
ハ
天
皇
之
レ
ニ
任
シ
天
皇
欠
席
ス
レ
ハ
皇
太
子
之
レ
一
任
ス
天
皇
、
皇
太
子
共
二
欠
席
ス
レ
ハ
賢
士
ノ

　
見
込
ヲ
以
テ
之
ヲ
他
ノ
一
皇
族
二
委
任
ス
此
ノ
委
任
ハ
特
別
ナ
ル
命
令
（
デ
ク
レ
ツ
ト
）
二
依
ル

第
三
十
三
條
　
皇
族
會
議
ハ
天
皇
ノ
明
瞭
ナ
ル
敷
命
曙
町
リ
天
皇
ノ
定
メ
タ
ル
目
的
ノ
爲
メ
ニ
集
會
ス

　
天
皇
故
障
ア
レ
ハ
皇
太
子
、
皇
太
子
モ
亦
故
障
ア
レ
ハ
皇
室
内
戚
ノ
年
長
者
皇
族
會
議
ヲ
召
集
ス
ル
「
ヲ
得
ル
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第
ミ
十
四
條
　
皇
族
會
議
ノ
職
務
範
園
内
二
屡
ス
ル
モ
ノ
左
ノ
如
シ

　
ω
　
皇
室
ノ
親
王
及
内
親
王
二
封
ス
ル
悉
皆
ノ
訴
願
（
骨
肱
脅
）

　
回
　
皇
室
ノ
親
王
及
内
親
王
ノ
身
上
二
封
ス
ル
訴
訟

　
㈲
　
親
王
及
内
親
王
ノ
禁
令
（
舛
弛
蹄
匪
甥
）

　
　
　
親
王
及
内
親
王
ノ
民
法
上
ノ
敷
力
二
關
係
ス
ル
離
婚

　
　
　
後
見
事
件

第
三
十
五
條
身
上
二
關
ス
ル
訴
訟
二
際
シ
テ
ハ
先
ツ
關
係
人
ヲ
勧
解
ス
ル
「
ヲ
試
ム
ヘ
シ
協
議
調
ヒ
且
天
皇
之
ヲ
允
可
シ
タ
レ
ハ
皇
族

　
會
議
ノ
召
集
ヲ
止
ム

第
三
十
六
條
　
皇
族
會
議
ヲ
召
集
シ
タ
ル
時
ハ
命
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
悉
皆
ノ
皇
族
二
通
知
ス

第
三
十
七
條
　
司
法
大
臣
ハ
皇
族
會
議
二
際
シ
テ
報
告
（
フ
オ
ー
ル
ト
ラ
ー
ゲ
）
ヲ
爲
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

第
三
十
八
條
　
訴
訟
ノ
事
件
緊
要
ニ
シ
テ
且
其
範
園
大
ナ
ル
懸
口
皇
族
會
議
ハ
帝
國
最
高
裁
到
所
ノ
資
格
ヲ
備
フ
此
ノ
場
合
二
於
テ
一
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

　
高
司
法
衙
門
（
ヲ
ー
ベ
ル
ス
テ
ユ
ス
チ
ツ
ツ
ス
テ
ル
レ
）
及
首
府
ノ
控
訴
裁
剣
所
ノ
長
官
ヲ
陪
席
セ
シ
ム

第
三
十
九
條
　
後
ノ
場
合
二
心
テ
ハ
母
法
官
長
ハ
露
分
二
關
ス
ル
法
律
的
ノ
訓
令
ヲ
検
案
シ
且
報
告
ヲ
爲
ス

第
四
十
條
　
皇
族
會
議
電
量
附
與
セ
ラ
レ
タ
ル
資
格
ヲ
以
テ
訴
訟
事
件
ノ
灌
利
ノ
關
係
ヲ
到
定
ス
此
裁
決
ハ
天
皇
ノ
謹
認
ヲ
要
ス
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